
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
施
行
規
則

二

○
福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

七

○
福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

○
福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

○
福
島
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
等
及
び
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業

者
登
録
簿
等
閲
覧
規
則

一
一

訓

令

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
三

告

示

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償

及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

一
三

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の

金
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
三

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
四

○
建
築
基
準
法
に
よ
り
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
を
指
定
す
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件

一
四

○
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
等
閲
覧
所
及
び
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業

者
登
録
簿
等
閲
覧
所
を
設
け
た
件

一
四

福
島
県
教
育
委
員
会

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
五

規

則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島

県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
、
福

島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
ハ
イ

テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
等
及
び
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業

者
登
録
簿
等
閲
覧
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
会
津
若
松
市
の
部
２
の
項
中
「の

区
域
の
う
ち
５
の
地
域
に
含
ま
れ
る
区
域
及
び
695番

か
ら
699番

ま
で
の
区
域
以
外
の
区
域
並
び
に

」
を
「及

び

」
に
改
め
、
同
部
５
の
項
中
「

飯
寺
北
一
丁

、
目

幕
内
南
町
中
670番

か
ら
694番

ま
で
及
び
住
吉
町
中
668番

か
ら
674番

ま
で

」
を
「及

び
飯
寺
北

、
一
丁
目

」
に
改
め
、
同
表
郡
山
市
の
部
４
の
項
中
「及

び
希
望
ケ
丘

」
を
「

希
望
ケ
丘
及
び
富
田
東

」

、

に
改
め
、
同
部

の
項
中
「西

田
中
学
校

」
を
「西

田
学
園
義
務
教
育
学
校

」
に
改
め
、
同
表
い
わ
き

35

市
の
部
８
の
項
中
「及

び
平
沼
ノ
内
諏
訪
原

」
を
「

平
沼
ノ
内
諏
訪
原

薄
磯
一
丁
目

薄
磯
二
丁

、
、

、
目
及
び
薄
磯
三
丁
目

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「及

び
常
磐
上
湯
長
谷
町
の
区
域

桜
ケ
丘
の
区
域

12

、
の
う
ち
14の

地
域
に
含
ま
れ
る
区
域
以
外
の
区
域
並
び
に
常
磐
松
が
台

」
を
「

常
磐
上
湯
長
谷
町

、
、

桜
ケ
丘

常
磐
松
が
台

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「

常
磐
長
孫
町
並
び
に
桜
ケ
丘
二
丁
目
中
３
番

、

14

、
16

３
番
17

３
番
18

３
番
19

３
番
20

３
番
21

３
番
22

３
番
23

３
番
24

３
番
25及

び
、

、
、

、
、

、
、

、
、

３
番
26

」
を
「及

び
常
磐
長
孫
町

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「好

間
第
三
小
学
校

」
を
「旧

好
間
第

42

三
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
須
賀
川
市
の
部
９
の
項
中
「並

び
に
虹
の
台
中
12番

15番
１

15番
２

、
、

、
16番
１

16番
２

30番
７

30番
９

30番
10

83番
１

83番
３

83番
４

83番
５

109番
10

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

109番
14

109番
21

109番
22

109番
23

109番
25

109番
27

109番
28

154番
１

154番
２

、
、

、
、

、
、

、
、

、
176番

１
及
び
176番

２
の
区
域

」
を
削
り
、
同
部

の
項
中
「の

う
ち
９
の
地
域
に
含
ま
れ
る
区
域
以

10

外
の
区
域

」
を
削
り
、
同
表
本
宮
市
の
部
５
の
項
中
「並

び
に
高
木
字
赤
木
266番

地
の
１

266番
地

、

───────────────────────────────────────────────────────────
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の
５
及
び
267番

地
の
１

」
を
削
り
、
同
表
塙
町
の
部
２
の
項
中
「

大
字
堀
越
並
び
に
大
字
板
庭
字
牛

、
瀬
中
187番

地
188番

地
189番

地
及
び
190番

地

」
を
「及

び
大
字
堀
越

」
に
、
「常

豊
小
学
校

」

、
、

を
「旧

常
豊
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部
３
の
項
中
「及

び
大
字
中
塚
の
区
域

大
字
板
庭
の
区
域
の
う

、
ち
２
の
区
域
に
含
ま
れ
る
区
域
以
外
の
区
域
並
び
に
大
字
山
形

」
を
「

大
字
中
塚

大
字
板
庭

大
、

、
、

字
山
形

」
に
改
め
、
同
表
鮫
川
村
の
部
２
の
項
中
「青

生
野
小
学
校

」
を
「旧

青
生
野
小
学
校

」
に
改

め
、
同
表
新
地
町
の
部
１
の
項
中
「の

う
ち
３
の
区
域
に
含
ま
れ
る
区
域
以
外
の
区
域
並
び
に
杉
目

」

を
「

杉
目

」
に
改
め
、
同
部
３
の
項
中
「

大
字
真
弓
並
び
に
谷
地
小
屋
字
駒
込
中
151番

１
151

、
、

、
番
２

152番
165番

３
168番

169番
及
び
170番

２

」
を
「及

び
大
字
真
弓

」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
会
津
若
松
市
の
部
、

郡
山
市
の
部
４
の
項
、
い
わ
き
市
の
部
８
の
項
、

の
項
及
び

の
項
、
須
賀
川
市
の
部
、
本
宮
市
の

12

14

部
、
塙
町
の
部
（
「常

豊
小
学
校

」
を
「旧

常
豊
小
学
校

」
に
改
め
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に

新
地
町
の
部
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
一
知
事
の
部
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

条
例
別
表
第
一
知
事
の
部
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
福
島
県
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直

し
支
援
金
交
付
要
綱
（
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
制
定
）
で
定
め
る
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
も
の

二

収
入
の
状
況
の
定
期
的
な
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
も
の

三

支
給
の
再
開
の
申
出
を
行
う
者
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
も
の

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
特
定
個
人
情
報
）

第
三
条

条
例
別
表
第
二
知
事
の
部
一
の
項
事
務
の
欄
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
事
務
と
し
、
同
部
一
の
項
特
定
個
人
情
報
の
欄
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定

内
閣
府

め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年

令
第
七
号
）
第
五
十
八
条
第
一
号
及

総
務
省

び
第
二
号
に
規
定
す
る
情
報
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
情
報
政
策
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
号

福
島
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
福
島
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
二
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
従
業
者
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条

条
例
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

薬
剤
師

常
勤
換
算
方
法
（
当
該
介
護
医
療
院
の
従
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
延
時
間
数
の
総

数
を
当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り

常
勤
の
従
業
者
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
介
護
医
療
院
の
入
所
者

の
う
ち
Ⅰ
型
療
養
床
（
療
養
床
の
う
ち
、
主
と
し
て
長
期
に
わ
た
り
療
養
が
必
要
で
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
重
篤
な
身
体
疾
患
を
有
す
る
者
、
身
体
合
併
症
を
有
す
る
認
知
症
高
齢
者
等
を
入
所
さ
せ
る

た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
Ⅰ

型
入
所
者
」
と
い
う
。
）
の
数
を
百
五
十
で
除
し
た
数
に
、
介
護
医
療
院
の
入
所
者
の
う
ち
Ⅱ
型

療
養
床
（
療
養
床
の
う
ち
、
Ⅰ
型
療
養
床
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
の
利
用
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
Ⅱ
型
入
所
者
」
と
い
う
。
）
の
数
を
三
百
で
除
し
た
数
を
加
え
て
得
た
数
以
上

二

准
看
護
師

常
勤
換
算
方
法
で
、
介
護
医
療
院
の
入
所
者
の
数
を
六
で
除
し
た
数
か
ら
介
護
医

療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五

号
。
以
下
「
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
看
護
師
の
数
を
減
じ
た
数
（
そ

の
数
が
零
に
満
た
な
い
と
き
は
、
零
）
以
上

三

介
護
職
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
Ⅰ
型
入
所
者
の
数
を
五
で
除
し
た
数
に
、
Ⅱ
型
入
所
者
の
数

を
六
で
除
し
た
数
を
加
え
て
得
た
数
以
上

四

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

介
護
医
療
院
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

五

栄
養
士

入
所
定
員
百
以
上
の
介
護
医
療
院
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

六

介
護
支
援
専
門
員

一
以
上
（
入
所
者
の
数
が
百
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
標
準
と

す
る
。
）

七

診
療
放
射
線
技
師

介
護
医
療
院
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

八

調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

介
護
医
療
院
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

２

前
項
の
入
所
者
数
は
、
前
年
度
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
規
に
許
可
を
受
け
る
場
合
は
、

推
定
数
に
よ
る
。

３

介
護
医
療
院
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
医
療
院
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
介
護
医
療
院
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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に
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
併
設
す
る
場
合
の
介
護
医
療
院
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
介

護
職
員
を
除
き
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

介
護
医
療
院
の
介
護
支
援
専
門
員
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
介
護
医
療
院
の
他
の
職
務
に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
介
護
支
援
専
門
員
が
医
療
機
関
併
設
型
介
護
医
療
院
（
病
院
又

は
診
療
所
に
併
設
さ
れ
、
入
所
者
の
療
養
生
活
の
支
援
を
目
的
と
す
る
介
護
医
療
院
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
、
次
項
及
び
第
八
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
医
療
機
関
併
設
型
介
護
医
療
院
の
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
医
療

機
関
併
設
型
介
護
医
療
院
に
併
設
さ
れ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
併
設
型
小
規
模
介
護

医
療
院
（
医
療
機
関
併
設
型
介
護
医
療
院
の
う
ち
、
入
所
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
薬
剤
師
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言

語
聴
覚
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
剤
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士

併
設
さ
れ
る
病
院
の
薬
剤

師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
り
当
該
併
設
型
小
規
模
介
護
医

療
院
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

二

介
護
職
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
併
設
型
小
規
模
介
護
医
療
院
の
入
所
者
の
数
を
六
で
除

し
た
数
以
上

三

介
護
支
援
専
門
員

当
該
併
設
型
小
規
模
介
護
医
療
院
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

（
施
設
の
基
準
）

第
四
条

条
例
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

談
話
室

入
所
者
同
士
や
入
所
者
と
そ
の
家
族
が
談
話
を
楽
し
め
る
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

二

食
堂

内
法
に
よ
る
測
定
で
、
入
所
者
一
人
当
た
り
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

三

浴
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

一
般
浴
槽
の
ほ
か
、
入
浴
に
介
助
を
必
要
と
す
る
者
の
入
浴
に
適
し
た
特
別
浴
槽
を
設
け
る

こ
と
。

四

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ム

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
十
分
な
広
さ
を
有
し
、

必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

五

洗
面
所

身
体
の
不
自
由
な
者
が
利
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

便
所

身
体
の
不
自
由
な
者
が
利
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

条
例
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
は
、
専
ら
当
該
介
護
医
療
院
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
構
造
設
備
の
基
準
）

第
五
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
と

す
る
。

一

療
養
室
そ
の
他
の
入
所
者
の
療
養
生
活
に
充
て
ら
れ
る
施
設
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
条
第
三

項
に
お
い
て
「
療
養
室
等
」
と
い
う
。
）
を
二
階
及
び
地
階
の
い
ず
れ
に
も
設
け
て
い
な
い
こ
と
。

二

療
養
室
等
を
二
階
又
は
地
階
に
設
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満

た
す
こ
と
。

ア

当
該
介
護
医
療
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
消
防
長
（
消
防
本
部
を
設
置
し
な
い
市
町
村
に
あ
っ

て
は
、
市
町
村
長
。
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
消
防
署
長
と
相
談
の
上
、
条
例

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
計
画
に
入
所
者
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

イ

条
例
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
計
画
に
従
い
、
昼
間
及
び
夜

間
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

ウ

火
災
時
に
お
け
る
避
難
、
消
火
等
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
住
民
等
と
の

連
携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

療
養
室
等
が
二
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
屋
内
の
直
通
階
段
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ

ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

四

療
養
室
等
が
三
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
避
難
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
避
難
階
段
を
二
以

上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
の
直
通
階
段
を
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
避
難
階
段
と
し
て
の
構
造
と
す
る
場
合

は
、
そ
の
直
通
階
段
の
数
を
避
難
階
段
の
数
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

診
察
の
用
に
供
す
る
電
気
、
光
線
、
熱
、
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
関
す
る
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、

危
害
防
止
上
必
要
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
放
射
線
に
関
す
る
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
医

療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
四
、
第
三
十

条
の
十
三
、
第
三
十
条
の
十
四
、
第
三
十
条
の
十
六
、
第
三
十
条
の
十
七
、
第
三
十
条
の
十
八
（
第

一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
十
条
の
十
九
、
第
三
十
条
の
二
十
第
二
項
、

第
三
十
条
の
二
十
一
、
第
三
十
条
の
二
十
二
、
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十

五
、
第
三
十
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
三
十
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の
十
八
第
一
項
中
「
い
ず
れ
か
及
び
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
」
と
あ
る
の
は
、
「
い
ず
れ
か
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六

階
段
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

七

廊
下
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

ア

幅
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・
七
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

イ

手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

ウ

常
夜
灯
を
設
け
る
こ
と
。

八

入
所
者
に
対
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備
え

る
こ
と
。

九

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

２

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
と
す
る
。

一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理
室

等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区
画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火
及
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び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易
に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅
員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に
よ

り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配
置

人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
電
磁
的
方
法
）

第
六
条

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と

す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
（
介
護
医
療
院
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家

族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）

を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
も
の

ア

介
護
医
療
院
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

イ

介
護
医
療
院
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
条
例
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
重
要
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の

承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
介
護
医
療
院
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
条
例
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

条
例
第
七
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
介
護
医
療
院
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
費
用
）

第
七
条

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基
準

費
用
額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に
代
わ
り

当
該
介
護
医
療
院
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度

額
）
を
限
度
と
す
る
。
）

二

居
住
に
要
す
る
費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
入
所
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
用

額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に
代
わ
り
当
該

介
護
医
療
院
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
）

を
限
度
と
す
る
。
）

三

基
準
省
令
第
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
入
所
者
が
選

定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用

四

基
準
省
令
第
十
四
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
入
所
者
が
選

定
す
る
特
別
な
食
事
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用

五

理
美
容
代

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
の
う
ち
、

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
入
所
者
に
負
担
さ
せ
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
基
準
省
令
第
十
四
条
第
四
項
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
十
四
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
施
設
の
基
準
）

第
八
条

条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
エ
ま
で

に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

療
養
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

一
の
療
養
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
居
者
へ
の
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵

療
養
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活

室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
者
の
定
員
は
、

お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

一
の
療
養
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

㈠

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑴
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

㈡

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
療
養
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
入
居
者
同
士
の
視
線

の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
療
養
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に

一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

⑷

地
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

⑸

一
以
上
の
出
入
口
は
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ

と
。

⑹

入
居
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
療
養
床
を
設
け
る
こ
と
。

⑺

ナ
ー
ス
・
コ
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
。

イ

共
同
生
活
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

共
同
生
活
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居

者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
状
を
有
す
る

こ
と
。
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⑵

一
の
共
同
生
活
室
の
床
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活
室
が
属
す
る
ユ
ニ
ッ

ト
の
入
居
者
の
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

⑶

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
備
え
る
こ
と
。

ウ

洗
面
設
備

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

療
養
室
ご
と
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。

⑵

身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

エ

便
所

療
養
室
ご
と
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。

二

診
察
室

次
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

診
察
室
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

⑴

医
師
が
診
察
を
行
う
施
設

⑵

臨
床
検
査
施
設
（
喀
痰
、
血
液
、
尿
、
糞
便
等
に
つ
い
て
通
常
行
わ
れ
る
臨
床
検
査
を
行

か
く
た
ん

ふ
ん

う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
い
う
。
）

⑶

調
剤
を
行
う
施
設

イ

ア
⑵
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
体
検
査
（
人
体
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
採
取
さ
れ
た
検
体

の
微
生
物
学
的
検
査
、
血
清
学
的
検
査
、
血
液
学
的
検
査
、
病
理
学
的
検
査
、
寄
生
虫
学
的
検

査
及
び
生
化
学
的
検
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
検
体
検
査
に
係
る
設
備
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

三

処
置
室

次
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

処
置
室
に
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

⑴

入
居
者
に
対
す
る
処
置
が
適
切
に
行
わ
れ
る
広
さ
を
有
す
る
施
設

⑵

診
察
の
用
に
供
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
（
定
格
出
力
の
管
電
圧
（
波
高
値
と
す
る
。
）
が

十
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
有
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未

満
の
も
の
に
限
る
。
）

イ

ア
⑴
に
規
定
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
前
号
ア
⑴
に
規
定
す
る
施
設
と
兼
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

四

機
能
訓
練
室

内
法
に
よ
る
測
定
で
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
し
、
必
要
な
器
械

及
び
器
具
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
併
設
型
小
規
模
介
護
医
療
院
（
ユ
ニ
ッ
ト
ご

と
に
入
居
者
の
日
常
生
活
が
営
ま
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
医
療
機
関
併
設
型
介
護

医
療
院
の
う
ち
、
入
居
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
機
能
訓
練
を
行

う
た
め
に
十
分
な
広
さ
を
有
し
、
必
要
な
器
械
及
び
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

五

浴
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ア

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

一
般
浴
槽
の
ほ
か
、
入
浴
に
介
助
を
必
要
と
す
る
者
の
入
浴
に
適
し
た
特
別
浴
槽
を
設
け
る

こ
と
。

２

前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
用
に
供
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
居
者
に
対
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支

障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
設
備
構
造
の
基
準
は
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

条
例
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
と
す
る
。

ア

療
養
室
等
を
二
階
及
び
地
階
の
い
ず
れ
に
も
設
け
て
い
な
い
こ
と
。

イ

療
養
室
等
を
二
階
又
は
地
階
に
設
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を

満
た
す
こ
と
。

⑴

当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
消
防
長
又
は
消
防
署
長
と
相
談
の

上
、
条
例
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
二
条
の
計
画
に
入
居
者
の
円
滑
か

つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

⑵

条
例
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
に
つ
い
て

は
、
同
条
の
計
画
に
従
い
、
昼
間
及
び
夜
間
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

⑶

火
災
時
に
お
け
る
避
難
、
消
火
等
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
住
民
等
と

の
連
携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

療
養
室
等
が
二
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
屋
内
の
直
通
階
段
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ

ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

三

療
養
室
等
が
三
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
避
難
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
避
難
階
段
を
二
以

上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
の
直
通
階
段
を
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
避
難
階
段
と
し
て
の
構
造
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
直
通
階
段
の
数
を
避
難
階
段
の
数

に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

診
察
の
用
に
供
す
る
電
気
、
光
線
、
熱
、
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
関
す
る
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、

危
害
防
止
上
必
要
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
放
射
線
に
関
す
る
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療

法
施
行
規
則
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
四
、
第
三
十
条
の
十
三
、
第
三
十
条
の
十
四
、
第
三
十
条
の

十
六
、
第
三
十
条
の
十
七
、
第
三
十
条
の
十
八
（
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
、

第
三
十
条
の
十
九
、
第
三
十
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十
一
、
第
三
十
条
の
二
十
二
、

第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十
五
、
第
三
十
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
五
項

ま
で
及
び
第
三
十
条
の
二
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の

十
八
第
一
項
中
「
い
ず
れ
か
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
」
と
あ
る
の
は
、
「
い

ず
れ
か
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五

階
段
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

六

廊
下
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

ア

幅
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・
七
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
廊
下
の
一
部
の
幅
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
居
者
、
従
業

者
等
の
円
滑
な
往
来
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

（
中
廊
下
に
あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。

イ

手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

ウ

常
夜
灯
を
設
け
る
こ
と
。

七

入
居
者
に
対
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備
え

る
こ
と
。

八

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

４

条
例
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
と

す
る
。



平成30年３月30日 金曜日 福 島 県 報 号外第26号 6

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理
室

等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区
画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火
及

び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易
に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅
員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に
よ

り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配
置

人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
費
用
）

第
九
条

条
例
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
が
入
居
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基
準

費
用
額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
入
居
者
に
代
わ
り

当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費

の
負
担
限
度
額
）
を
限
度
と
す
る
。
）

二

居
住
に
要
す
る
費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
入
居
者
に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
用

額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
入
居
者
に
代
わ
り
当
該

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の

負
担
限
度
額
）
を
限
度
と
す
る
。
）

三

基
準
省
令
第
四
十
六
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
入
居
者
が

選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用

四

基
準
省
令
第
四
十
六
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
入
居
者
が

選
定
す
る
特
別
な
食
事
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用

五

理
美
容
代

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
の
う
ち
、

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
入
居
者
に
負
担
さ
せ
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
基
準
省
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
職
員
の
配
置
）

第
十
条

条
例
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
配
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

昼
間
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
時
一
人
以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
す

る
こ
と
。

二

夜
間
及
び
深
夜
に
つ
い
て
は
、
二
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
一
人
以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を

夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
。

三

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
、
常
勤
の
ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
十
一
条

条
例
第
五
十
四
条
で
準
用
す
る
条
例
第
七
条
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
等

（
以
下
「
療
養
病
床
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、

当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

転
換
（
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、

当
該
病
院
等
の
施
設
を
介
護
医
療
院
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、

要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
っ
て
介
護
医
療
院
を
開
設
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
医
療
院
の
屋
内
の
直
通
階

段
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
の
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
条
第
三
項
第
二
号
中
「
屋
内
の
直
通
階
段
及
び
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
屋
内
の
直
通
階
段
を
二
以
上
設
け

る
こ
と
。
た
だ
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
二
階
以
上
の
各
階
に
お
け
る
療

養
室
の
床
面
積
の
合
計
が
そ
れ
ぞ
れ
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、

又
は
不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
屋
内
の
直

通
階
段
を
一
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

３

療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床

等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
転
換
を
行
っ
て
介
護
医

療
院
を
開
設
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
医
療
院
の
療
養
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い
て
は
、
第

五
条
第
一
項
第
七
号
イ
及
び
第
八
条
第
三
項
第
六
号
ア
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幅
は
、
一
・
二
メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

４

平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る

病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病

床
の
転
換
を
行
っ
て
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
。
）
を

開
設
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
介
護
療
養
型
老
人
保

健
施
設
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
介
護
医
療
院
を
開
設
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
介
護
医
療
院
の
建
物
（
基
本
的
な
設
備
が
完
成
し
て
い
る
も
の
を
含
み
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
後

に
増
築
さ
れ
、
又
は
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
八
条
第
一
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ア
中
「
臨
床
検
査
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
臨
床
検
査
施
設
。
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た
だ
し
、
近
隣
の
場
所
に
あ
る
医
療
機
関
と
の
連
携
に
よ
り
入
居
者
に
対
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
、
「
調
剤
を
行
う

施
設
」
と
あ
る
の
は
「
調
剤
を
行
う
施
設
。
た
だ
し
、
近
隣
の
場
所
に
あ
る
薬
局
と
連
携
す
る
こ
と

に
よ
り
入
居
者
に
対
す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ッ
ク
ス
線

装
置
。
た
だ
し
、
近
隣
の
場
所
に
あ
る
医
療
機
関
と
の
連
携
に
よ
り
入
居
者
に
対
す
る
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
す
る
。

５

介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
を
開
設
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
当
該
介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
介
護
医
療
院

を
開
設
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
医
療
院
の
屋
内
の
直
通
階
段
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て

の
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
第
三

号
及
び
第
八
条
第
三
項
第
二
号
中
「
屋
内
の
直
通
階
段
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
設

け
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
屋
内
の
直
通
階
段
を
二
以
上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
二
階
以
上
の
各
階
に
お
け
る
療
養
室
の
床
面
積
の
合
計
が
そ
れ
ぞ
れ

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
建

築
物
に
あ
っ
て
は
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
屋
内
の
直
通
階
段
を
一
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

６

介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
を
開
設
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
当
該
介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
介
護
医
療
院

を
開
設
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
医
療
院
の
療
養
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い
て
は
、
第
五
条

第
一
項
第
七
号
ア
及
び
第
八
条
第
三
項
第
六
号
ア
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幅
は
、
一
・
二
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
四
十
一
号

福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
、
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
二
十
五
号
中
「強

姦

」
を
「強

制
性
交
等

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
四
号
、
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の

調
整
を
し
て
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
障
が
い
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
一
カ
月
」
を
「
一
月
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

削
除

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
法
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ

し
書
、
法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
法
第
四
十
条
の
六
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
又

は
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
」
を
「
、
医
薬
品
営
業
所
管
理
者
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
営
業
所
管
理
者

「
薬
局
の
管
理
者

又
は
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
」
に
、

店

舗

管

理

者
兼
務
許
可
申
請
書
（
第
二
号

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

様
式
）

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
法
第
三
十
五
条
第
三

」

項
た
だ
し
書
」
を
「
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
又

は
法
第
四
十
条
の
六
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
許
可
証
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め

「
薬
局
の
管
理
者

る
許
可
証
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

店

舗

管

理

者
兼
務
廃
止
届
（
第
四
号
様
式
）

を

医
薬
品
営
業
所
管
理
者

」

「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
薬
局
機
能
情
報
報
告
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
報
告
書
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
薬
局
機
能
基
本
情
報
等
変
更
報
告
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別

に
定
め
る
報
告
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
配
置
従
事
届
（
第
七
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
書
換
え
交
付
申
請
書
（
第
八
号
様
式
）
」
を
「
知
事

が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
、
「
当
該
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
書
換
え
交
付
申
請
書
」
を
「
当
該
申

請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
二
・

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
上
三
分
身
」
を
「
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
再
交
付
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別

に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
返
納
届
（
第
十
号
様
式
）
」

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
返
納
届
」

を
「
前
項
の
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
登
録
販
売
者
試
験
受
験
申
請
書
（
第
十
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請

書
」
に
、
「
申
請
日
」
を
「
申
請
」
に
、
「
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
上
半
身
像
」
を
「
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
合
格
通
知
書
（
第
十
二
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
通
知
書
」
に
改
め
る
。
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第
十
二
条
中
「
販
売
従
事
登
録
証
返
納
届
（
第
十
三
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」

に
改
め
る
。

「

販
売
業

第
十
三
条
中

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証
（
第
十
四
号
様
式
）

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る

貸
与
業

」

「

販
売
業

届
出
済
証
」
に
、

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証
交
付
申
請
書
（
第
十
五
号
様
式
）

を
「
知
事

貸
与
業

」

が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

「

販
売
業

第
十
四
条
第
一
項
中

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

を
「
前
条
の
届
出
済
証
」
に
改
め
、
同

貸
与
業

」

「

販
売
業

書
換
え
交
付

条
第
二
項
中

管
理
医
療
機
器

届
出
済
証

申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
）

を
「
知

貸
与
業

再

交

付

」

事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
、
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
を
「
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
、
福
島
市
の
区

域
に
お
け
る
動
物
用
医
薬
品
等
以
外
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
福
島
県
県
北
保
健
所
長
」
に
、
「
、
福
島
県
県
中
保
健
所
長
」
を
「
福
島
県
県
中
保
健
所

長
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の

規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た

申
請
書
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
三
号

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
受
験
願
書
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
願
書
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
正
面
向
き
、
上
半
身
、
脱
帽
の
名
刺
型
」
を
「
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、

無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
二
号
様
式
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
合
格
証
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
合
格
証
書
換
え
交
付
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
又
は
毒

物
劇
物
取
扱
者
試
験
合
格
証
再
交
付
申
請
書
（
第
三
号
様
式
の
二
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請

書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
合
格
証
返
納
届
（
第
四
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に

定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

「

登
録
票

第
六
条
中

毒
物
劇
物

返
納
届
（
第
五
号
様
式
）

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に

許
可
証

」

改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
特
定
毒
物
使
用
者
指
定
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る

申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
毒
物
使
用
者
指
定
申
請
書
」
を
「
前
項
の
申
請
書
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
毒
物
使
用
者
指
定
証
（
第
七
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
指
定

証
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
特
定
毒
物
使
用
者
等
変
更
届
（
第
八
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」

に
改
め
る
。

「

書
換
え
交
付

第
九
条
第
二
項
中

特
定
毒
物
実
地
指
導
員
証

申
請
書
（
第
九
号
様
式
）

を
「
知
事

再

交

付

」

が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
特
定
毒
物
使
用
者
指
定
証
返
納
届
（
第
十
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め

る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
毒
物
実
地
指
導
員
指
定
申
請
書
（
第
十
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別

に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
毒
物
実
地
指
導
員
証
（
第
十
二
号
様
式
）
」
を

「
知
事
が
別
に
定
め
る
指
導
員
証
」
に
改
め
る
。

「

書
換
え
交
付

第
十
二
条
第
二
項
中

特
定
毒
物
実
地
指
導
員
証

申
請
書
（
第
十
三
号
様
式
）

を
「
知

再

交

付

」

事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
特
定
毒
物
実
地
指
導
員
証
返
納
届
（
第
十
四
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に

定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
郡
山
市
」
を
「
福
島
市
の
区
域
に
お
い
て
は
福
島
県
県
北
保
健
所
長
、
郡
山

市
」
に
、
「
、
福
島
県
県
中
保
健
所
長
」
を
「
福
島
県
県
中
保
健
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
郡

山
市
」
を
「
福
島
市
の
区
域
に
お
け
る
製
造
業
又
は
輸
入
業
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
福
島
県
県
北
保

健
所
長
、
郡
山
市
」
に
、
「
、
福
島
県
県
中
保
健
所
長
」
を
「
福
島
県
県
中
保
健
所
長
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正

前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後

の
福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
等
と

み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
薬

務

課
）
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福
島
県
規
則
第
四
十
四
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
十
六
ミ
リ
映
写
機
（
多
目
的
ホ
ー
ル
又
は
研
修
室
）
の
項
、
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド

カ
メ
ラ
の
項
及
び
Ｐ
Ｃ
用
プ
ラ
ズ
マ
モ
ニ
タ
ー
（
多
目
的
ホ
ー
ル
又
は
研
修
室
）
の
項
を
削
り
、
別
表

第
一
の
三
の
表
中
「
六
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
、
三
六
〇
円
」
に
、
「
四
、
七
八
〇
円
」
を
「
五
、
〇

二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
ア
ン
テ
ナ
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ー
及
び
車
載
用
機
器
Ｅ
Ｍ
Ｉ
自
動

測
定
シ
ス
テ
ム
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

車
載
用
搭
載
機
Ｅ
Ｍ
Ｉ
自
動
測
定
シ
ス
テ
ム

一
時
間

五
、
八
〇
〇
円

別
表
第
二
の
一
の
１
の
表
中
⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑸
と
し
、
⑺
を
⑹
と
し
、
⑻
を
⑺
と
し
、
⑼
を
⑻
と

し
、
⑽
を
⑼
と
し
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑿
を
⑾
と
し
、
⒀
を
⑿
と
し
、
⒁
を
⒀
と
し
、
⒂
を
⒁
と
し
、
⒃

を
⒂
と
し
、
⒄
を
⒃
と
し
、
⒅
を
⒄
と
し
、
別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
中
⑹
を
削
り
、
⑺
を
⑹
と
し
、

⑻
を
⑺
と
し
、
⑼
を
⑻
と
し
、
⑽
を
⑼
と
し
、
⑾
を
削
り
、
⑿
を
⑽
と
し
、
⒀
を
⑾
と
し
、
⒁
を
⑿
と

し
、
⒂
を
⒀
と
し
、
⒃
を
⒁
と
し
、
⒄
を
⒂
と
し
、
⒅
を
⒃
と
し
、
⒆
を
⒄
と
し
、
⒇
を
⒅
と
し
、
(21)

を
⒆
と
し
、

を
⒇
と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

(22)

(23)

(21)

(24)

(22)

(25)

(23)

(26)

(24)

(27)

(25)

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

(28)

(26)

(29)

(27)

(30)

(28)

(31)

(29)

(32)

(30)

(33)

(31)

(34)

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

(32)

(35)

(33)

(36)

(34)

(37)

(35)

(38)

(36)

(39)

(37)

(40)

(38)

「

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
別
表
第
二
の
二
の
１
の
表
中

⑷

材
料
試
験
機
計
測
制
御
装

(41)

(39)

(42)

(40)

「

置
（
Ｕ
Ｈ
―
１
型
）

一
時
間

一
、
三
〇
〇
円

を

⑷

万
能
試
験
機
（
Ａ
Ｇ

」

―
１
０
０
ｋ
Ｎ
Ｘ
）

一
時
間

一
、
六
九
〇
円

に
改
め
、
同
表
中
⒆
を
削
り
、

」

⒇
を
⒆
と
し
、

を
⒇
と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

(21)

(22)

(21)

(23)

(22)

(24)

(23)

(25)

(24)

(26)

(25)

と
し
、

を

と
し
、

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、
別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中

を

(27)

(26)

(28)

(29)

(27)

(30)

(28)

(38)

削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

(39)

(38)

(40)

(39)

(41)

(40)

(42)

(41)

(43)

(42)

(44)

(43)

「

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
別
表
第
二
の
二
の
５
の
表
中

⑽

衣
服
シ
ミ
ュ
レ
ー

(45)

(44)

(46)

(45)

(47)

(46)

「

シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

一
時
間

五
、
一
〇
〇
円

を

⑽

ノ
イ
ズ
源
探

」

索
装
置
（
Ｗ
Ｍ
７
４
０
０
）

一
時
間

三
、
九
八
〇
円

に
改
め
る
。

」

別
表
第
三
の
五
の
８
の
表
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
創
出
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
五
号

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
山
潟

耶
麻
郡
猪
苗
代

字
北
場
八
二
番
一
四
地
先

字
戸
ノ
ロ

（
磐
越
西
線
上
戸
跨
線
橋
）

（
会
津
若
松
市

こ

別
表
第
一
の
一
の
表
一
般
国
道
四
九
号
の
項
中

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井

会
津
若
松
市
湊

字
戸
ノ
ロ

字
戸
ノ
ロ
五
二

（
猪
苗
代
町
境

銀
の
橋
）

（
ガ
ス
充
填
所
て
ん

町
大
字
翁
沢

道
路
用
地
の
境
界
線
か

ら
両
側
一
○
○
メ
ー
ト

「

境
銀
の
橋
）
ル
以
内
の
区
域

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
山
潟

耶
麻
郡
猪
苗
代
町

を

字
北
場
八
二
番
一
四
地
先

字
戸
ノ
ロ

町
大
字
赤
井

道
路
用
地
の
境
界
線
か

（
磐
越
西
線
上
戸
跨
線
橋
）

（
会
津
若
松
市
境

こ

番
三
地
先

ら
両
側
五
○
メ
ー
ト
ル

手
前
）

以
内
の
区
域

」

大
字
翁
沢

道
路
用
地
の
境
界
線
か

ら
両
側
一
○
○
メ
ー
ト

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
一
一
五
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

銀
の
橋
）
ル
以
内
の
区
域

」

め
る
。一

般
国
道

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
津
金
沢

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
堅
田

道
路
用
地
の
境
界

一
一
五
号

四
三
番
二
地
先

字
西
宮
一
〇
七
〇
番
一
地
先

線
か
ら
両
側
一
〇
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（
猪
苗
代
町
道
本
町
今
泉
線

（
国
道
四
九
号
交
差
点
）

〇
メ
ー
ト
ル
以
内

交
差
点
）

の
区
域

「

「

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字
中

河

沼
字
西
坂
才
甲
七
○
二
番
一

田

別
表
第
一
の
一
の
表
一
般
国
道
一
二
一
号
の
項
中

地
先

を

（

（
会
津
若
松
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

差

ン
ジ
出
口
）

」

「

沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
前

福
島
市
松
川
町
水
原

六
三
番
一
地
先

（
国
有
林
二
六
林
班

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
四
五
九
号
の
項
中

村
道
浜
崎
高
瀬
笈
川
線
交

班
）

点
）

（
国
道
一
一
五
号
交

」

「

字
南
沢

二
本
松
市
塩
沢
字
茱
黄
塚
山

ぐ

み

は
４
小

を

国
有
林
（
二
〇
林
班
に
小
班
）

に
改
め
、
同
表
県
道
東
山
温
泉
線
及
び
県
道
湖

（
福
島
市
境
）

差
点
）

」

」

南
湊
線
の
項
を
削
り
、
同
表
注
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
会
津
若
松
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
注
中
「
中
核
市
」
の
下
に
「
、
会
津
若
松
市
」
を
加
え
る
。

「

福
島

別
表
第
二
の
一
の
表
一
般
国
道
一
三
号
の
項
を
削
り
、
同
表
一
般
国
道
一
一
四
号
の
項
中

地
先

（
国

「

市
渡
利
字
岩
下
八
番
五

伊
達
郡
川
俣
町
大
字
羽
田
字

を

藤
平
五
四
番
三
地
先

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
一
一

道
四
号
交
差
点
）

（
福
島
市
境
）

」

」

「

「

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
小
沼

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
亀

崎
字
水
沢
山
一
五
八
九
番
一

八
号
の
項
中

賀
字
川
西
一
二
三
番
地
先

を

に
改
め
、

地
先

（
国
道
四
九
号
交
差
点
）

（
小
沼
崎
ト
ン
ネ
ル
入
口
）

」

」

「

「

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字
中

河
沼
郡
湯
川
村
大

沼
字
西
坂
才
甲
七
○
二
番
一

田
六
三
番
一
地
先

同
表
一
般
国
道
一
二
一
号
の
項
中

地
先

を

（
村
道
浜
崎
高
瀬

（
会
津
若
松
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

差
点
）

ン
ジ
出
口
）

」

「

字
湊
字
前

会
津
若
松
市
大
町
堅
町
一
一

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
二
五
二
号
の
項
中

番
四
地
先

を

笈
川
線
交

（
国
道
一
一
八
号
交
差
点
）

」

」

「

「

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
坂

白
河
市
白
坂

本
字
窪
甲
五
七
八
番
一
地
先

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
二
九
四
号
の
項
中

先

（
国
道
四
九
号
交
差
点
）

（
栃
木
県
境
）

」

「

明
神
八
二
番
地

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
金

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
大
里
字

須
賀
川
市

堀
字
石
山
三
〇
番
地
先

を

柿
久
保
地
先

堂
字
風
出

（
国
道
四
九
号
交
差
点
）

（
村
道
南
沢
田
内
線
交
差
点
）

（
郡
山
市

」

「

長
沼
町
大
字
勢
至

福
島
市
松
川
町
水
原
字
南
沢

森
一
地
先

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
四
五
九
号
の
項
中

国
有
林
二
六
班
は
小
班

境
）

（
国
道
一
一
五
号
交
差
点
）

」

「

「

二
本
松
市
塩
沢
字
茱
黄
塚
山

ぐ

み

白
河
市

を

国
有
林
（
二
〇
林
班
に
小
班
）

に
改
め
、
同
表
県
道
白
河
石
川
線
の
項
中

（
国
道

（
福
島
市
境
）

」

」

「

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
吉
岡

年
貢
町
八
〇
番
地
先

を

字
天
王
山
一
二
番
六
地
先

に
改
め
、
同
表
県
道
会
津
坂
下
河

二
九
四
号
交
差
点
）

（
白
河
市
境
）

」
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」

「

「

会
津
若
松
市
河
東
町
浅
山
字

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
佐
野
目

東
線
の
項
中

長
坂
甲
一
六
番
一
地
先

を

字
佐
野
北
六
五
番
一
地
先

に
改
め
、

（
国
道
四
九
号
交
差
点
）

（
国
道
四
九
号
交
差
点
）

」

」

同
表
県
道
東
山
温
泉
線
の
項
及
び
県
道
湖
南
湊
線
の
項
を
削
り
、
同
表
注
中
「
中
核
市
」
の
下
に
「
、
会

津
若
松
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
の
表
注
中
「
中
核
市
」
の
下
に
「
、
会
津
若
松
市
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号

福
島
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
等
及
び
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
登
録

簿
等
閲
覧
規
則

（
閲
覧
所
の
設
置
）

大
蔵
省

第
一
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年

令
第
二
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

建
設
省

う
。
）
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者

名
簿
等
閲
覧
所
及
び
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
登
録
簿
等
閲
覧
所
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
閲
覧

所
」
と
い
う
。
）
を
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
福
島
県
土
木
部
建
築
総
室
建
築
指
導
課
内

に
設
け
る
。

（
閲
覧
時
間
）

第
二
条

閲
覧
所
に
お
け
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
に

規
定
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業

者
名
簿
そ
の
他
省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
同
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
、
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
登
録
簿
そ
の
他
省
令

で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
名
簿
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
時
間
は
、
次
条
の
定
期
休
日
を

除
き
、
毎
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

（
定
期
休
日
）

第
三
条

閲
覧
所
の
定
期
休
日
は
、
福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
と
す
る
。

（
臨
時
の
休
日
等
）

第
四
条

名
簿
等
の
整
理
そ
の
他
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
臨
時
に
休
日
を
設
け
、
又
は
閲

覧
時
間
の
伸
縮
を
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
閲
覧
所
に
掲

示
す
る
。

（
無
料
閲
覧
）

第
五
条

名
簿
等
の
閲
覧
は
、
無
料
と
す
る
。

（
閲
覧
手
続
）

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
等

第
六
条

名
簿
等
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

閲
覧
申

小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
登
録
簿
等

込
書
（
別
記
様
式
）
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
こ
れ
を
係
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
簿
等
の
持
出
禁
止
）

第
七
条

名
簿
等
は
、
こ
れ
を
閲
覧
所
の
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
閲
覧
の
停
止
等
）

第
八
条

係
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

こ
の
規
則
に
違
反
し
、
又
は
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者

二

名
簿
等
を
汚
損
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三

他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
建
築
指
導
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
国
際
研
究
産
業
都
市
推
進
監
」
を
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
」

「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当
課
長

企
業
誘
致
担
当
課
長

に
、

を
「
空
港
利
活
用
担
当
課
長
」
に
改
め

空
港
利
活
用
担
当
課
長

復
興
住
宅
担
当
課
長

」

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
十
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
六
八
八
円
」
を
「
四
、
七
五
一
円
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
七

円
」
を
「
一
三
、
二
八
七
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
一
七
三
円
」

を
「
五
、
三
三
三
円
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
七
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五

歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
七
二
一
円
」
を
「
五
、
八
九
四
円
」
に
、
「
一
三
、
五
八
九
円
」

を
「
一
三
、
九
五
八
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
一
三
九
円
」
を

「
六
、
二
三
三
円
」
に
、
「
一
六
、
三
一
二
円
」
を
「
一
六
、
四
五
六
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳
以

上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
七
一
円
」
を
「
六
、
六
五
四
円
」
に
、
「
一
八
、
八
〇
三
円
」
を
「
一

九
、
一
五
七
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
五
〇
円
」
を
「
六
、

八
九
三
円
」
に
、
「
二
一
、
三
五
五
円
」
を
「
二
一
、
二
七
九
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五

十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
八
六
五
円
」
を
「
七
、
〇
三
一
円
」
に
、
「
二
三
、
九
二
四
円
」
を
「
二
四
、

二
六
九
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
三
八
円
」
を
「
六
、
七
九

二
円
」
に
、
「
二
五
、
二
一
四
円
」
を
「
二
五
、
六
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
項
中
「
六
、
〇
五
七
円
」
を
「
六
、
一
九
一
円
」
に
、
「
二
四
、
七
四
七
円
」
を
「
二
四
、
九

七
六
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
九
一
六
円
」
を
「
五
、
〇
〇
九

円
」
に
、
「
一
九
、
九
三
五
円
」
を
「
二
〇
、
二
九
七
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未

満
の
項
中
「
三
、
九
三
〇
円
」
を
「
三
、
九
二
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
五
七
九
円
」
を
「
一
五
、
五
五

八
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
三
〇
円
」
を
「
三
、
九
二
〇
円
」
に
、
「
一

三
、
二
〇
七
円
」
を
「
一
三
、
二
八
七
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
一
、
三
五
五
円
」
を
「
二
一
、

二
七
九
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
五
、
五
七
九
円
」

を
「
一
五
、
五
五
八
円
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定

め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以

後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に

係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
一
、
三
五
五
円
」
を
「
二
一
、

二
七
九
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
五
、
五
七
九
円
」

を
「
一
五
、
五
五
八
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の

非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定

め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以

後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に

係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
一
〇
四
、
九
五
〇
円
」
を
「
一
〇
五
、
一
三
〇
円
」

に
、
「
五
七
、
〇
三
〇
円
」
を
「
五
七
、
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項

中
「
五
二
、
四
八
〇
円
」
を
「
五
二
、
五
七
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
五
二
〇
円
」
を
「
二
八
、
五
六
〇

円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
三
百
十
二
号

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と

認
め
る
者
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
福
島
県
告
示
第
八
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
中
「
修
め
て
卒
業
」
の
下
に
「
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
専

門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
）
」
を
加
え
、
一
の
表
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」

を
削
り
、
同
表
備
考
中
「
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
大
学

設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
」
を
、
「
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二

十
一
号
）
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四

号
）
」
を
加
え
る
。

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
告
示
三
百
十
三
号

建
築
基
準
法
に
よ
り
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

告
示
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

二
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

三
の
１
中
「
（
建
築
主
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
法
第
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
も
の
、
市
町
村
が
建
築
主
で
あ
る
も
の
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体

が
工
事
監
理
を
行
っ
て
い
る
も
の
又
は
枠
組
壁
工
法
、
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
若
し
く
は
丸
太
組
構
法
に
よ
る
」

を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
三
の
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
建
築
物

㈡

市
町
村
が
建
築
主
で
あ
る
建
築
物

㈢

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
工
事
監
理
を
行
っ
て
い
る
建
築
物

㈣

枠
組
壁
工
法
、
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
又
は
丸
太
組
構
法
に
よ
る
建
築
物

㈤

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
の
交
付
を
受
け
る
建
築
物

三
の
２
中
「
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
も
の
、
市
町
村
が
建
築
主
で
あ
る
も

の
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
工
事
監
理
を
行
っ
て
い
る
」
を
「
三
の
１
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲

げ
る
」
に
改
め
る
。

四
の
２
中
「
各
階
」
を
「
二
階
」
に
、
「
最
上
階
の
屋
根
版
」
を
「
建
築
物
の
地
上
部
分
の
階
数
を

二
で
除
し
た
数
値
（
そ
の
数
値
に
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
値
）
に

一
を
加
え
た
階
の
床
版
」
に
改
め
る
。

五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

経
過
措
置

１

平
成
三
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
の
申
請
（
以
下
「
確
認
申
請
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄

骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
に
係
る
特
定
工
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前

の
平
成
二
十
七
年
福
島
県
告
示
第
百
十
八
号
（
以
下
「
改
正
前
告
示
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

２

平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
確
認
申
請
が
さ
れ
た
木
造
建
築
物
に
係
る
中
間
検
査
を
行
う

建
築
物
の
構
造
、
用
途
及
び
規
模
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
告
示
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
十
四
号

大
蔵
省

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年

令
第
二
号
）
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六

建
設
省

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
等
閲
覧
所
及
び
小
規
模
不
動
産
特

定
共
同
事
業
者
登
録
簿
等
閲
覧
所
を
設
け
た
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
土
木
部
建
築
総
室
建
築
指
導
課
内

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
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福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

福
島
県
教
育
委
員
会

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
県
立
高
等
学
校
副
校
長

別
表
中
「
県
立
高
等
学
校
副
校
長
」
を

県
立
中
学
校
副
校
長

に
改
め
る
。

県
立
特
別
支
援
学
校
副
校
長
」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）


